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３月３日、２０２６春季生活闘争の第４回団体交渉を開催し、各種制度や住宅
施策、福利厚生、グループの諸労働条件等を中心に議論を展開した。 
今回の団体交渉では、意欲とやりがいを持って働ける職場環境の整備や、専任

社員制度等の労働条件・処遇の改善、充実した人生を支える住宅施策、福利厚生
制度の一層の拡充、その他要求として、契約・臨時社員の処遇改善、グループ企
業を含めた関係会社の労働条件等の改善など、多岐にわたり議論を積み重ねた。 
 とりわけ、異動に伴う事前通知の早期化や、専任社員が意欲高く働き続けら
れるための短日数勤務制度の導入、役職定年後の主事業務のあり方、一般住宅
補給金をはじめとした各住宅施策の拡充、福祉会利用補助の改善、制服の貸与
枚数・機能改善、グループ会社における人財の確保・定着の重要性などを強く
主張した。 
その結果、接客制帽の貸与方については、冬用を廃止し、夏用を通年利用と

することや、山梨（大月）地区の一部借り上げ物件においては、設置しているレ
ンタル家財の入換が進められていること。福祉会においてＴＤＲ・ＵＳＪの利
用補助の課題について検討を深度化していくことを確認した。 
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【主な議論（主張）内容】（ 部分は、現時点において前進を確認した事項） 

Ⅰ 月例賃金総額 20,800円以上の改善 

(２)賃金をはじめ、各種労働条件・制度、福利厚生の改善等を含む「総合生活改善の原資」として、

16,000円以上の改善 

・意欲とやりがいを持って働ける職場環境の整備 
(異動に伴う事前通知の早期化) 

・専任社員制度等の労働条件・処遇の改善 
(専任社員の労働条件・処遇改善、法改正対応、主事業務のあり方） 

・充実した人生を支える住宅施策、福利厚生制度の一層の拡充 
(一部社宅廃止後の住環境整備、一般住宅補給金・持家住宅補給金の増額、勤務地に拠らない社宅等 

寮の年齢制限、山間地区住環境整備、100㎞･２時間ルール、福祉会利用補助、制服の貸与枚数等改善 等) 

その他要求 
１．契約社員及び臨時社員の賃金、諸労働条件について社員に準じて引き上げること 
２．  

接客制帽は夏用制帽を通年利用とし、額が触れる部分が着脱・ 

洗濯可能になるなど、通気性・快適性・メンテナンス性が向上！ 

山梨(甲府)地区において単身者用借上げ社宅老朽化の状態に応じ、

順次会社負担で新しい社宅へ転居を実施していることを確認！ 


